仕様書

１．概要
当委託の実施にあたっては、本仕様書及び「低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン（令和元年１２月 環境省環境再生・資源循環局 廃棄物規制課）」（以下、「ガイドライン」という。）に基づいて実施するものとする。
なお、本書に記載されている事項でガイドラインと重複するものについては、ガイドラインに抵触しない範囲で本仕様書を優先するものとする。

２．一般的事項
受託者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
（１）委託の実施にあたり、所定の手続きを行い、関係法令を遵守しなければならない。
（２）作業にあたっては「PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」および「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」その他関係法令の安全基準に基づいて実施すること。
（３）作業時においては、PCBの性状を作業員に周知徹底するとともに、労働安全衛生法ならびに労働安全衛生規則で規定された作業を行う場合には、必要な資格・免許を有する者に作業をさせるほか、必要な安全教育を行わなくてはならない。
（４）委託の実施にあたり、一般交通や周辺施設等に損害を及ぼす恐れのある場合には、監督員と協議を行い、適切な防護措置等を講じること。
（５）火気の取り扱いには十分注意し、火災を発生させないようにすること。
（６）実施に際しては、監督員が指示する書類を作成・提出しなければならない。
（７）作業の実施前、実施中及び完了時の状況が明確となる状況写真を撮影し、委託完了時に提出すること。
（８）委託完了時にはゴミ等の放置が無いよう、作業場所の後片付けを行うこと。

３．不当介入に対する通報・連絡制度
契約書の記載内容を遵守し、業務に当たること 。

４．委託内容
①目的
本委託は、京都市三条保育所及び京都市南保育所において保管している低濃度PCB含有機器の収集運搬および処分を行うものである。なお、処分業者は廃棄物処理法第１５条の第１項に基づく、無害化処理認定業者とする。
②委託場所
収集運搬・処分対象物の保管場所は以下・別添図のとおりである。
京都市三条保育所（幼児棟）：京都市東山区三条大橋東三丁目下る長光町６２１
京都市南保育所：京都市南区西九条南田町９
③履行期限
令和８年３月３１日まで
④収集運搬・処分対象物
（１）コンデンサ ニチコンN1型（詳細は銘板写真のとおり）
ア　数量 １台
イ　重量 ０．５kg
ウ　油量 不明
エ　濃度区分 低濃度
オ　寸法 図面が無いため、型番から調査または現場実測されたい
カ　保管場所 京都市三条保育所

（２）高圧トランス（三相変圧器） 三菱電機RAT型（詳細は銘板写真のとおり）
ア　数量 １台
イ　重量 ５３０kg（銘板に記載されている総重量）
ウ　油量 １４８L （銘板に記載されている容量）
エ　濃度区分 低濃度
オ　寸法 図面が無いため、型番から調査または現場実測されたい
カ　保管場所 京都市南保育所

（３）金属製保管容器（蛍光灯安定器（高濃度）を保管していた容器）
ア　数量 ８個
イ　重量 約７０kg
ウ　油量 ０L
エ　濃度区分 低濃度
オ　寸法 図面が無いため、型番から調査または現場実測されたい
カ　保管場所 京都市南保育所
以上３種類
なお、絶縁油を含めた総重量および絶縁油量は銘板に記載されている数量及び目測による数量であるため、必要であれば契約締結後の立会における数量確認および、処分後に発行される伝票・マニフェスト等により排出事業者と協議を行うこと。

５．契約条件等
（１）収集運搬・処分については、低濃度PCB廃棄物収集・運搬委託契約書および低濃度PCB廃棄物処分委託契約書により契約を締結するものとする。
（２）見積書の提出は処分業者又は収集運搬業者がまとめて行うものとし、支払いは見積書の提出を行った事業者に対して行う。
（３）処分業者及び収集運搬業者については、支払いに関する覚書を締結のうえ、その写しを提出するものとする。
（４）必要に応じて、契約締結時に京都市暴力団排除条例の趣旨に則った誓約書を提出するものとする。

６．報告
（１）各廃棄物の収集・運搬および処分の状況の分かるものを求めることがある。
（２）産業廃棄物の処理にあっては、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）を使用した場合は、収集・運搬および処分が終了後、遅滞なく、当該マニフェストを京都市子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室へ送付すること。上記に代えて、電子マニフェストを利用した場合は、収集・運搬および処分が終了後、電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して、処理状況を遅滞なく報告すること。また、処分完了の画面をプリントアウトし、報告書として提出すること。

７．参加条件
公告記載の条件を満たすとともに、処分業者については廃棄物に見合う特別管理産業廃棄物処分業許可を、収集運搬業者については特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を受けていること。また、処分業者については廃棄物に見合う特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を受けている者に収集運搬業務を、収集運搬業者については廃棄物に見合う特別管理産業廃棄物処分業許可を受けている者に処分業務を依頼できる者であること。

８．その他
（１）重量物であるため、保管場所からの搬出、運送車両への積み込みは収取運搬事業受託者が行う。必要な人員・機器・車両にかかる代金は見積額に含めておくこと。
（２）業務に際して不明な点は、随時、協議の上で決定する。
